
 

 尾道市特定空家等及び不良空き家除却支援事業補助金交付要綱を次のよ

うに定める。 

 

  平成３０年４月２日 

 

尾道市長 平 谷 祐 宏   

 

尾道市特定空家等及び不良空き家除却支援事業補助金交付要 

綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、住宅市街地総合整備事業制度要綱（平成１６年４月

１日付け国住市第３５０号国土交通省事務次官通知）に基づき、特定空

家等及び不良空き家（以下「補助対象空家等」という。）の所有者又は

その相続人（以下「所有者等」という。）が行う除却工事に要する経費

に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、その除却を促進

し、地域住民の生命、身体及び財産の保護並びに生活環境の保全を図る

ことを目的とし、その交付については、尾道市補助金交付規則（昭和３

８年規則第１８号）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによ

る。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

(1) 特定空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法

律第１２７号。以下「法」という。）第２条第２項に規定する空家等

に対し、市長が尾道市空家等対策条例施行規則（平成２９年規則第２

８号）第４条第１項に基づく通知を行ったもの（法第１４条第３項の

措置が命じられているものを除く。） 

(2) 不良空き家 住宅地区改良法（昭和３５年法律第８４号）第２条第

５項の判定の基準により判定した場合において、同条第４項に規定す

る不良住宅と判定される建築物のうち、居住その他の使用がなされて

いないことが常態であるもの。ただし、併用住宅（住宅のうち、居住

の用に供さない部分を有する建築物をいう。）は、延べ面積の２分の

１以上を住宅の用に供するものに限る。 



 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、

次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 補助対象空家等の所有者等。ただし、補助対象空家等が存する土地 

の所有者と当該補助対象空家等の所有者等が異なる場合においては、 

同意書（別記様式第１号）により当該土地の所有者の同意を得た者に 

限る。 

(2) 補助対象空家等の除却について、同意書（別記様式第２号）により 

補助対象空家等の所有者等から承諾を得た者 

(3) その他市長が認めた者 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助

対象者としない。 

(1) 市税、国民健康保険料、介護保険料又は後期高齢者医療保険料（以 

下「市税等」という。）の滞納がある者 

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律 

第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係 

を有している者 

(3) 補助対象空家等が複数人の共有又は相続財産である場合で、当該 

共有者全員又は相続人全員から当該補助対象空家等の除却について 

同意を得られない者。ただし、補助金の交付を受けようとする者が、 

紛争等が生じた場合の誓約書（共有者用）（別記様式第３号）又は誓 

約書（相続用）（別記様式第４号）を提出することができるときは、 

この限りでない。 

 (4) 補助対象空家等に所有権以外の権利が設定されている場合におけ

る補助対象空家等の所有者等。ただし、補助対象空家等についてその

権利を有する者の全員の同意が得られるときは、この限りでない。 

(5) 補助金の申請を行う日の属する年度内に、この要綱に基づく補助

金の交付申請を行っている者 

 （補助対象工事） 

第４条 補助金の交付対象となる工事（以下「補助対象工事」という。）

は、本市内に本店、支店、営業所、事務所その他これらに類する施設を

有している者のうち、土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業の許

可（建設業法（昭和２４年法律第１００号）による許可をいう。）を受

けているもの又は解体工事業の登録（建設工事に係る資材の再資源化等



 

に関する法律（平成１２年法律第１０４号）による登録をいう。）をし

ているものが施工する補助対象空家等の除却工事とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する除却工事は、

補助対象工事としない。 

(1) 他の公的な補助金等の交付を受けて行うもの 

(2) 補助対象空家等と同一敷地内に存する附属物の除却工事 

(3) 補助対象空家等に附属する地下埋設物（補助対象空家等の基礎を 

除く。）の除却工事 

(4) その他市長が適当でないと認めるもの 

 （補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象工事に係る経費（以下「補助対象経費」

という。）の額に３分の２を乗じて得た額とし、６０万円を上限とする。

ただし、１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるも

のとする。 

２ 補助対象経費は、住宅地区改良事業等補助金交付要領（昭和５３年４

月４日付け建設省住整発第１４号）に基づき国土交通大臣が定める標準

除却費に１０分の８を乗じて得た額を上限とする。 

 （不良空き家の判定） 

第６条 補助対象空家等のうち不良空き家の補助対象工事を実施するため

に補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「不良空き家申請者」

という。）は、あらかじめその建築物（以下「判定対象建築物」という。）

が不良空き家に該当するか否かについて、判定を受けるものとする。 

２ 不良空き家申請者は、事前判定申請書（別記様式第５号）に次に掲げ

る書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 判定対象建築物の位置図 

(2) 判定対象建築物の間取図 

(3) 判定対象建築物の現況写真（外観写真） 

(4) 判定対象建築物の登記事項証明書又は所有権を確認することがで

きる書類 

(5） 判定対象建築物が所在する土地の登記事項証明書 

(6) 判定対象建築物が居住その他の使用がなされていないことが常態 

であることを確認することができる書類 

 (7) その他市長が必要と認めるもの 

３ 不良空き家申請者は、委任状（別記様式第６号）により、前項の規定 



 

による申請に係る事務を他の者に委任することができる。 

４ 市長は、第２項の規定による事前判定の申請があったときは、これを

審査し、及びその職員に現地調査をさせ、判定対象建築物が別表第１、

別表第２又は別表第３の住宅の不良度判定基準に掲げる評定項目の評点

の合計が１００点以上にあると認めたときは、不良空き家申請者に対し、

不良空き家認定通知書（別記様式第７号）により通知するものとする。 

５ 市長は、前項の評点の合計が１００点に達しないと認めたときは、不

良空き家申請者に対し、不良空き家不認定通知書（別記様式第８号）に

より通知するものとし、補助金交付の対象としない。 

 （補助金交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

補助金交付申請書（別記様式第９号）に次に掲げる書類を添えて、市長

に提出しなければならない。 

(1) 補助対象空家等の位置図 

(2) 補助対象空家等の間取図 

(3) 補助対象空家等の現況写真（外観写真） 

(4) 補助対象空家等の登記事項証明書又は所有権を確認することがで

きる書類。ただし、相続人が申請者の場合は、所有者との相続関係が

分かる戸籍の全部事項証明書 

 (5) 補助対象空家等が所在する土地の登記事項証明書 

(6) 事業実施計画書（別記様式第１０号） 

(7) 補助対象工事に係る解体業者の見積書（内訳の記載されたもの） 

(8) 補助対象工事を施工する解体業者の建設業又は解体工事業の許可 

書の写し 

(9) 市税等納付状況照会承諾書（別記様式第１１号） 

(10) 第３条の規定に該当する場合は、別記様式第１号から第４号まで

の様式のうち必要なもの 

(11) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、必要がないと認めるとき又は前条

第２項の規定により提出されているときは、前項各号に掲げる書類の添

付を省略させることができる。 

３ 申請者は、第１項の規定による補助金の交付申請に当たって、交付を

受けようとする補助金に係る消費税仕入控除税額（補助対象経費に含ま

れる消費税等のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定す



 

る仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得

た金額との合計金額を補助対象経費の消費税等相当額に対する補助額の

消費税等相当額の割合で按分して得た金額をいう。以下同じ。）がある

場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時に

おいて当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、こ

の限りでない。 

（補助金の交付決定） 

第８条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、これを審

査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に対し、補

助金交付決定通知書（別記様式第１２号）により通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による決定に必要な条件を付すことができる。 

３ 市長は、第１項の規定による審査において適当でないと認めたときは、

補助金を交付しないものとし、申請者に対し、補助金不交付決定通知書

（別記様式第１３号）により通知するものとする。 

 （変更等の承認） 

第９条 前条第１項の通知を受けた者（以下「補助決定者」という。）は、

当該補助対象工事を変更し、休止し、中止し、又は廃止しようとすると

きは、補助金変更等承認申請書（別記様式第１４号）に関係書類を添え

て、遅滞なく市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、適当

と認めたときは、当該交付対象事業の変更等を承認し、補助決定者に対

し、補助金変更等承認通知書（別記様式第１５号）により通知するもの

とする。 

 （完了届） 

第１０条 補助決定者は、補助対象工事が完了した日から３０日以内又は

当該年度の２月末日のいずれか早い日までに、完了届（別記様式第１６

号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 事業実績報告書（別記様式第１７号） 

(2) 補助対象工事に係る解体業者の請負代金請求書の写し又は領収書

の写し（事業着手後に金額の変更があった場合には、内訳を添付する

こと。） 

 (4) 補助対象工事に係る廃棄物に関する処分証明書等 

(5) 工事の完了を確認することができる写真 



 

(6) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の完了届を提出する者のうち、第７条第３項ただし書の規定によ

り申請をしたものは、補助金の交付決定額について消費税仕入控除税額

が明らかになった場合は、これを補助金の交付決定額から減額して報告

しなければならない。 

 （補助金の額の確定） 

第１１条 市長は、完了届の提出があった場合、これを検査し、及びその

職員に現地調査をさせ、当該補助対象工事の成果が交付決定の内容及び

交付条件に適合していると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定

し、補助決定者に対し、補助金交付確定通知書（別記様式第１８号）に

より通知するものとする。 

 （補助金の請求） 

第１２条 補助決定者は、前条の通知を受けたときは、速やかに請求書（別

記様式第１９号）により補助金の交付を市長に請求しなければならない。 

 （補助金の返還） 

第１３条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めた

ときは、交付決定を取り消し、又は交付金額を変更し、及び期限を定め

て補助金返還命令書（別記様式第２０号）により既に交付した補助金の

全部又は一部を返還させるものとする。 

(1) 虚偽又は不正の事実に基づいて補助金の交付を受けたとき。 

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、補助金の使途が適当でないと認めら

れたとき。 

 （跡地の管理） 

第１４条 補助対象工事を行った土地の所有者（当該所有者以外の者が当

該土地の管理を行う場合は、その管理を行う者）は、雑草の繁茂、廃棄

物の投棄等が生じないよう、当該補助対象工事を行った跡地の適正な管

理に努めなければならない。 

 （雑則） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事

項は、別に定める。 

  

 

 



 

   付 則 

 この要綱は、平成３０年４月２日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の尾道市特定空家等及び不良空き家除却支援事

業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後にされる補助金の

交付申請について適用し、同日前にされた補助金の交付申請については、

なお従前の例による。 

３ この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前尾道市特定空家等

及び不良空き家除却支援事業補助金交付要綱の様式による用紙は、当分

の間、これを取り繕って使用することができる。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年１２月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の尾道市特定空家

等及び不良空き家除却支援事業補助金交付要綱の様式による用紙は、当

分の間、これを取り繕って使用することができる。 

   付 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 


